
大田区
重層的支援体制整備事業
の実施について
－ 大田区版「地域共生社会の実現」に向けて －



大田区の概要

➢ 人口

733,720人（令和5年7月1日現在）

➢ 世帯数

408,965（令和5年7月1日現在）

➢ 面積

61.86平方キロメートル（23区内第1位）

➢ 高齢化率

22.7％（令和４年１月１日現在）



地域共生社会をめざす背景

 大田区の高齢者人口は、令和22（2040）年度には、高齢化率は27.0%

に達し、高齢者の単身世帯や、夫婦のみの世帯の増加、認知症の高齢者

の増加が見込まれます。

 一方で、出生率の低迷による、生産年齢人口の減少が危惧されます。

 しかし、子育てや介護の支援がこれまで以上に必要となる中、家族内の

支援力の低下や、地域でのつながりが希薄化している状況があります。

 こうした中、支援ニーズの多様化と複雑化に、単一の専門分野の制度利

用や支援だけでは、生活課題に十分に対応できない事例が増えてきてい

ます。

 課題を抱えた方の中には、自らが相談に行くことや、課題を認識するこ

とが困難な方がいて、必要な支援につながれずに、制度の狭間で孤立し

てしまい、「生きづらさ」を抱えた方が増えてきています。

 こうした現状から、大田区版「地域共生社会の実現」に向け、包括的な

支援体制を整備する具体的な取組として、令和5年度から社会福祉法に

基づく「重層的支援体制整備事業」を実施します。



大田区版「地域共生社会」の実現

包括的な支援体制の整備

重層的支援体制整備事業の実施
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重層的支援体制整備事業の位置づけ



既存の各相談窓口で、区民からの相談を受けとめ、複数の課題を抱えて
いる場合には、区民が各窓口を回るのではなく、大田区の内部体制の中で、

関係機関と連携して、包括的なチーム支援を形成します。
その内部体制の多機関連携をサポートする役割として、各地域福祉課の

地域包括ケア推進担当が、一緒に検討していきます。

区の包括的相談支援のイメージ



区が考える「重層的」の意味

① 「包括的相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」の３つの
支援を“重層的”に実施すること。

② 課題に対して必要な支援サービスを提供するために、支援機関
が連携してチームとなって“重層的”に支援すること。

③ 区が行う重層的支援とともに、地域住民、事業者、ＮＰＯなど
の多様な主体が参画し、“重層的”に支えあうこと。

※ 対象となる課題は、複雑化・複合化した課題だけでなく、広く
区民が支援者を必要とする課題とします。

※ こうした取組によって、早期把握・早期支援による早期解決の
予防的支援にもつなげていきます。



法対象事業



多機関連携の調整機能

各支援機関の関係機関へのつなぎをサポ―トし、状況に応じて、分野や年代に関わらず、広

く支援者を必要とする課題に対して、チームづくりの総合調整等を行います。 

所管課 各地域福祉課 地域包括ケア推進担当 

 

（１） 重層的支援会議等の実施 

各支援機関の包括的相談支援をサポートする手段のひとつとして、次の機能をもった重

層的支援会議の実施や調整・助言等を行います。 

① チームづくり調整機能 

課題に応じて必要な機関と支援方針や役割分担を検討し、支援プランを作成します。ま

た支援プランのモニタリングを実施します。 

② アウトリーチ支援等調整機能（社会福祉法第 106条の６に基づく支援会議） 

法に基づき支援チームに守秘義務を課したうえで、必要な情報を関係者と共有し、対象

者本人との関係性づくりをするためのアウトリーチ支援等の方法を検討します。 



既存の各調整会議機能と
新たな機能との関係性

・地域ケア会議
・虐待対応会議
・要保護児童対策地域協議会
・支援調整会議 等

法に基づく調整会議

課題解決に向けたサービス調整
措置判断など

各支援機関等

課題の重度化を
防ぐための調整

権利擁護支援検討会議

・弁護士

・司法書士

・社会福祉士

課題を抱えた
区民（世帯）

伴走型の支援体制
のための調整

支援者間のケア会議

チーム内の話し合いや
情報共有等

支援チーム

権利擁護に係る支援

方針や意思決定支援

相談・助言

重層的支援会議による
多機関連携の調整機能によって、

包括的相談支援を強化

チーム
支援

相談

アウトリーチ支援等調整

・情報共有
・アプローチ方法の検討 等

チームづくり調整

・支援者の拡充
・役割分担
・プランの作成、モニタリング

重層的支援会議

多機関協働事業

②

①

①

①

②

チーム支援の主体
が不明確な時や、
支援者を増やした
い時の調整



大田区地域共生社会推進本部の設置

設置目的

区民の複雑化・複合化した支援ニーズに対し、庁内の関係部
署が 連携して地域共生社会の実現に向けた適切な支援を実施
するための体制を整備・構築します。

構成員

区長を本部長、副区長を副本部長に、企画経営部、総務部、
地域力推進部、区民部、福祉部、健康政策部、こども家庭部、
まちづくり推進部、教育総務部の各関係部長を本部員として
構成しています。

役割

✓ 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の総
合調整及び連携方針に関すること。

✓ 区民の新たな支援ニーズに対する解決策や関係部局の連携
方針に関すること。

✓ 関係部署相互の情報交換及び状況把握に関すること。



社会福祉協議会との連携

【地域福祉コーディネーターによる取組み】

 参加支援

地域に出向き、地域の課題や個別の困りごとを把握して、必要に応じ
て、福祉サービスや地域の社会資源等につなげたり、本人の希望に応じ
て、多様な社会参加へのつなぎや定着への支援を行います。

 地域づくり支援

個別の困りごとを地域の中で共有し、解決に向けて話し合い、行動し
ていくことのできる仕組みを地域の皆さんと一緒になって考えていきま
す。

これまでの既存の高齢・障がい・子ども・生活困窮における各分野の
地域づくり支援の事業を連携させて、多様な主体が役割をもって参加で
き、地域の中で誰もが排除されない風土の形成をめざしていきます。

区は地域福祉実践の重要なパートナーである大田区社会福祉協議会と

連携・協働して、包括的支援体制の強化を図ります。同時に、制度の狭間
への対応や、課題の重度化に対する予防的支援を重視する観点から、互い
の強みを活かしながら、本事業を構成する各事業を一体的・総合的に実施
することによって、本事業の効果を一層高めていきます。



大田区福祉人材育成・
交流センターによる支援力の強化

実 施 事 業

人材育成事業 人材定着事業 eラーニング

福祉サービスに従事する皆様のスキルアップを支援するための研修会や
福祉事業所での人材育成・人材定着を支援するためのセミナーの実施、
ｅラーニング学習環境の整備などを行っております。

⚫複合課題対応研修
8050世帯への支援や権利擁護支援
など分野を越えたテーマに関する
事例検討やグループワーク

など

⚫コミュニケーション
スキル向上研修
多機関連携時などに必要となる
アサーティブコミュニケーション
やファシリテーションスキル

など

⚫地域福祉推進研修
地域づくりや新たな地域課題
の解決をテーマにした研修

など

⚫人材育成スキル
アップセミナー

人材育成担当者向けの
「仕事の教え方」 など

⚫人材定着セミナー
メンタルヘルスケアや
ハラスメント対策 など

⚫福祉従事者交流会
仕事の魅力の再確認や悩みの
共有のため、グループワーク
等による従事者同士の交流

など

⚫福祉の基礎研修
福祉従事者として身につけ
たい「人権の考え方」や「個
別支援の流れ」、「利用者と
の関係の築き方（バイスティ
ック）、「記録のポイント」
等に関する研修動画

など

⚫社会人の基盤研修
組織・チームで働く上での
「コミュニケーション」や
「チームワーク」、「スト
レスとの付き合い方」
等に関する研修動画

など

※ 研修コンテンツは今後も充実を

図っていく予定です。



重層的支援体制整備事業実施計画
の策定

 大田区の重層的支援体制事業
の詳細については、ホーム
ページで公表している「令和
５年度地域共生社会の実現に
向けた推進方針 －令和５年
度重層的支援体制整備事業実
施計画－」をご覧ください。

 大田区ホームページ＞生活情
報＞福祉＞大田区版「地域共
生社会の実現」に向けて

区民も支援者も
一人で抱え込まない体制をめざしていきます！


